
愛媛県南予地方局八幡浜支局健康増進課 臨時補助員 

（会計年度任用職員（パートタイム））募集案内 

 

 愛媛県八幡浜支局健康増進課で勤務する臨時補助員を次のとおり募集します。 

 

１ 募集内容 

職  名 
採用予 

定人員 
勤 務 先 職 務 内 容 

臨時補助員 ３名 

八幡浜支局健康増進課 
難病・母子保健係 
（八幡浜市北浜一丁目
３番 37 号） 

〇特定医療費（指定難病）・小児慢性特
定疾病医療費受給者証更新等事務 

〇職員の指示による事務処理 

 

２ 応募資格 

（１）心身ともに健康であり、誠実に職務を遂行できる者 

（２）地方公務員法第 16 条各号に規定する欠格条項に該当しない者 

 

３ 応募方法 

  市販のＡ４判履歴書に必要事項を記入のうえ、申込前３ヶ月以内に撮影した顔

写真（上半身・脱帽・正面向き）を貼って、次の提出先に直接または郵送で提出

して下さい。 

なお、応募書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承下さい。 

 ※提出先 愛媛県南予地方局八幡浜支局健康増進課（門家あて） 

      〒796-0048 八幡浜市北浜一丁目３番 37 号 

 

４ 募集期間 

  令和８年６月３日（水）まで 

※応募状況により、期間を変更する場合があります。 

※直接提出される場合は、業務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時 30

分から午後５時 15 分まで）に提出願います。 

  ※郵送の場合は、期限までに必ず到着するようにして下さい。 

 

５ 選考方法 

（１）書類選考 選考結果は随時連絡します。 

（２）面接試験 

  ①試験日時 書類選考完了後、面接対象者に連絡します。 

  ②試験場所 愛媛県南予地方局八幡浜支局 

        （八幡浜市北浜一丁目３番 37 号 愛媛県八幡浜支局） 

 

６ 採用予定日 

（ア）令和８年６月 15 日 

（イ）令和８年７月 １日 

（ウ）令和８年７月 １日 



７ 採用後の勤務条件（以下の勤務条件は、改定されることがあります。） 

（１）  任用期間 

（ア）令和８年６月 15 日～令和８年９月 30 日 

（イ）令和８年７月 １日～令和８年９月 30 日 

（ウ）令和８年７月 １日～令和８年８月 31 日 

 

（２）  勤 務 日 週５日（※５日内の勤務も別途相談） 

（３）勤務時間 週 35 時間（※35 時間未満の勤務も別途相談） 

        就業時間：午前９時 00 分～午後５時 00 分 

        休憩時間：60 分 

（４）服務 

   次のとおり、地方公務員法の服務の規定が適用されます。 

   ・服務の宣誓(第 31 条)    ・守秘義務(第 34 条) 

   ・職務専念義務(第 35 条)    ・政治的行為の制限（第 36 条） 

   ・争議行為等の禁止(第 37 条)  

（５）給与等 

  ①報酬月額：197,013 円（原則、当月 21 日支払） 

        ※採用予定日が６（ア）の場合、６月分は日割計算となります（県

規定による。 

        ※週 35 時間未満の勤務の場合は、週の勤務時間数に応じて決定

します（県規定による）。 

  ②要件に該当する者に対しては、通勤費用の弁償があります（県規定による）。 

  ③任用期間が７（１）（ア）及び（イ）で要件に該当する場合は、雇用保険及

び社会保険（健康保険及び厚生年金保険）が適用されます（地方公務員等共

済組合法施行令の規定による）。 

（６）週休日等 

   土曜日、日曜日及び祝日 

（７）年次有給休暇 

   ７（１）（ア）及び（イ）雇用期間中に３日 

   ７（１）（ウ）雇用期間中に２日 

※週 35 時間未満の勤務の場合は、週の勤務時間数に応じて決定します（県

の規定による）。 

 

８ 問い合わせ先 

  愛媛県南予地方局八幡浜支局健康増進課 担当：門家 

  〒796-0048 八幡浜市北浜一丁目３番３７号 

  ℡(代)0894-22-4111 (内線 282) 


